
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五霞町地域福祉活動計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年３月 

 

社会福祉法人 

五霞町社会福祉協議会 



 

 

 

（表紙裏） 

 



 

 

 

 

は じ め に 

 

 

近年、わたしたちの町 五霞でも都市化が進

み、少子高齢化やコミュニティの希薄化など社

会的な課題も増大し、従来からあった地域のつ

ながり、いわゆる「絆」なども薄れつつありま

す。 

そうした中でも、町民の皆様が抱える様々な

願い、特に人が人として生きることの最低限の

思い、「家庭や地域の中で、障害の有無や年齢

にかかわらず、人間らしく安心のある生活を送りたい」という思いは、

ますます強まっております。このような時、地域福祉の推進を担う中

心的な組織としての社会福祉協議会の使命は何なのか、という事を骨

子として、今回の地域福祉活動計画の策定が進められました。 

その結果、町民の皆様と社会福祉協議会が手を携え、中・長期的な

展望のもと、安心して暮らせるまちづくりを進めていただくための指

針として、平成 24 年度～28 年度までの５年間を期間とする「五霞町

地域福祉活動計画」が出来上がりました。 

今後は、この活動計画に基づいて、地域福祉のいっそうの推進を図

るべく、町の福祉課題に対し、あるいは福祉サービスの質的向上を目

指し、ますますの努力をしていく所存でございますので、町民の皆様

のさらなるご支援ご協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定に当たりまして貴重なご意見やご協力をいた

だきました方々、あるいは関係諸団体に心から感謝と御礼を申し上げ、

あいさつといたします。 

 

平成 24 年３月 

社会福祉法人 五霞町社会福祉協議会 

会長 中川 忠理 

 



 

 

 

（会長あいさつ裏） 
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◆◇第１章 計画の策定にあたって◇◆ 
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１ 地域福祉とは 

 

だれもが住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らすことのできる社会

を実現することは、すべての人の願いです。 

社会福祉法では、地域福祉の目指すところは、このような社会を実現する

ために、「個人が人として尊厳をもって、家庭や地域の中で、障害の有無や

年齢にかかわらず、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立を支援す

る」こととされます。 

これまでも公的な福祉サービスの提供により自立支援が進められてきま

したが、各サービスの隙間となる部分については、地域のつながりによる助

け合い、支え合いによって成り立ってきました。しかし、近年は五霞町も都

市化が進み、少子高齢化やコミュニティの希薄化など社会的課題も顕著にな

り、従来から続く地域のつながりも薄れつつあります。 

そのため、地域のつながりや住民活動の重要性を再認識し、住民相互の絆

による安心していきいきと暮らせる地域づくりが求められています。 

 

▼地域福祉社会の形成のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                現 状         次の段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(※)ケアマネジメントとは、複合的なサービスニーズを持つ利用者が、安心して日常生活を送ることができるよ

うに、利用者一人ひとりのための支援体制を調整する技術。 

●：支援を必要とする方（要支援者）

○：地域住民 

◎：サービス提供事業者 

ネット

ワーク

 

地域社会 

 ○ 

● 

○ 
○ 

◎ 
◎ ◎ 

○ 
○ 

・支援が必要な方はサービス

を利用しているが、個々に

提供されている。 

・支援が必要な方は、ケアマネ

ジメント(※)によりサービス

を利用している。 

・地域住民の一部がサポートに

参加するようになる。 

・多くの地域住民がサポート

に参加するようになる。

図Ａから図Ｂに移行がほぼ実現している 

（図Ａ） 
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（図Ｂ） 
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（図Ｃ）めざすべき地域福祉社会 

本表は厚生労働省社会・援護局「市町村

地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援

計画の策定について」を参考とした。
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２ 計画の位置づけ 

 

「地域福祉活動計画」は、社会福祉協議会が中心となって民間活動として

の自主的な住民等の活動・行動を計画化するものです。また、町の行政計画

として策定している「地域福祉計画」は、政策や制度に基づく公的な福祉サ

ービス及び住民等が主体的に福祉活動に取り組めるしくみづくりを進める

ために、基本理念、基本目標、基本施策等を示す計画となります。 

そのため、両計画は五霞町における共通の地域課題や基本理念等を共有し

ながら、相互に協働して安心していきいきと暮らすことのできる地域福祉社

会の実現を目指すものです。 

 

▼「五霞町地域福祉活動計画（社協）」と「五霞町地域福祉計画（行政計画）」との関係 

 

『地域福祉活動計画のキャッチフレーズ』 

ともに助け合い、支え合いながら安心して暮らせるまちをつくろう！ 
 

区 分 五霞町地域福祉活動計画 五霞町地域福祉計画 

作成主体 五霞町社会福祉協議会（民間） 五霞町（行政） 

理念・ 

方向性 大大 ききなな『『絆絆 』』ががああるるままちち  五五 霞霞 

計画期間 平成24年度から平成28年度まで 平成24年度から平成28年度まで 

性  格 
○民間の活動計画 

町民・団体・事業者の計画 

○行政の計画 

施策、事業目標の明確化 

内  容 
○町民・団体・事業者の具体的な

活動内容 

○基本理念、基本目標、基本施策

 

 

３ 計画期間 

 

この計画は、平成24年度から平成28年度末までの５か年計画とし、平成28

年度に見直しを行います。 
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４ 五霞町社会福祉協議会の活動内容 

 

（１）五霞町社会福祉協議会の歩み 
 

五霞町社会福祉協議会の歴史は古く、昭和27年に県内第１号として設立し、

今日まで下表のように五霞町民の安心した暮らしを支える活動を行ってい

ます。 

▼主な活動の歩み 

年次 主な内容（概要） 

昭和27年(1952) ３月 ○五霞村社会福祉協議会設立（県内第１号） 

〃 31年(1956) 11月 ○全国社会福祉協議会会長表彰を受ける 

〃 41年(1966) ９月 

        11月 

○厚生大臣より法人認可（県内第３号） 

○法人設立登記完了（五霞村児童館内） 

〃 44年(1969) ４月 ○五霞村福祉センター完成、全館オープンとなる 

〃 61年(1986) 11月 ○社会福祉法人設立20周年記念・社会福祉大会開催 

平成５年(1993) 12月 ○第１回福祉まつり開催 於:五霞村中央公民館 

〃 ６年(1994) ３月 ○五霞村多目的センターへ事務所移転 新幸谷地区 

〃 ７年(1995) ４月 

 

○村から事業受託（地域ケア・ホームヘルプサービス・在宅福祉

サービス）  ※平成８年に町制施行 

〃 11年(1999) ４月 

 

       ７月 

       11月 

○町から事業受託（介護支援サービス・独居老人給食サービス・

デイサービス・在宅介護支援センター・福祉センター） 

○第１回健康福祉まつり開催（旧:福祉まつり） 

○福祉センター「ひばりの里」へ事務所移転 江川地区 

〃 12年(2000) ４月 

 

 

       ８月 

○介護保険事業開始（指定居宅介護支援事業、指定訪問介護事業、

指定通所介護事業） 

○町から事業受託（障害者デイサービス） 

○第１回納涼祭開催（福祉センター） 

〃 13年(2001) ４月 

 

 

○町から事業受託（寝たきり老人対策・ボランティア活動推進・

配食サービス・介護予防・高齢者食生活改善・生活管理指導・

心身障害児者サービス） 

〃 14年(2002) ４月 

 

○町から事業受託（高齢者実態把握・介護予防プラン作成） 

○介護予防センター「やすらぎの家」運営開始 旧町診療所 

〃 18年(2006) ４月 

 

 

 

 

       10月 

 

○福祉センター「ひばりの里」の指定管理者に指名 

○独自事業開始（寝具類洗濯乾燥・配食サービス・昼食会） 

○自家用自動車による有償運送事業開始 

○町から事業受託（地域ケア・在宅福祉サービス・心配ごと相談・

福祉センター管理運営のみとなる） 

○障害者自立支援法施行により、町から事業受託（障害者移動支

援・地域活動支援センター） 

〃 19年(2007) １月 

       12月 

○あったかサービス事業開始 

○入れ歯回収ＢＯＸ設置/県内初 

〃 21年(2009) ４月 ○福祉センター「ひばりの里」の指定管理者に指名（２回目 ３年）
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（２）社会福祉協議会の活動 
 

現在、福祉センター「ひばりの里」内に事務所を置き、下表のような幅広

い地域活動を展開しています。 

 

▼主な活動内容（平成23年度現在） 

事 業 主な内容（概要） 

主な社協の事業 

○地域福祉活動事業 

○ボランティア活動推進事業 

○老人大学運営事業 

○福祉まつり事業 

○生活福祉資金等の貸付事業 

○福祉用具貸与事業 

○各種福祉団体、ボランティア団体等の育成援助 

○善意銀行の運営 

○あったかサービス事業 

○その他の社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・

宣伝・連絡・調整・助成など 

町からの受託事業 

○福祉センター「ひばりの里」管理運営事業（指定管理者） 

○地域ケアシステム推進事業 

○在宅福祉サービスセンター運営事業 

○心配ごと相談事業 

○障害者移動支援事業 

○地域活動支援センター事業 

介護保険事業 

○指定居宅介護支援事業 

○指定訪問介護事業 

○指定通所介護事業 

障害者自立支援事業 ○居宅介護事業 

各種団体 

○共同募金（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動）

○老人クラブ連合会 

○ボランティア連絡協議会 

※その他、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災において、町役場災害対策本部との連携によ

り要援護者の安否確認、自主避難者の受け入れ等の活動を行った。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇第２章 地域福祉を取り巻く現状◇◆ 
 

 



 

 

 

 

（第２章裏） 
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１ 地域の現状 

 

（１）人口構成の推移 
 

五霞町の総人口は減少傾向が続いており、平成19年には総人口が１万人

を下回っています。年齢３区分人口をみると、生産年齢人口と年少人口は減

少しています。その一方で、高齢者人口は一貫して増加傾向にあります。 

 

 
▼年齢３区分人口の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（10 月１日現在） 

 

 

（参考）高齢者のいる世帯数の推移                   （単位：世帯） 

 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

総世帯数 2,802 2,864 2,927

高齢者のいる世帯数 
1,165

（41.6%）
1,247 

（43.5%） 
1,351

（46.2%）

高齢者単独世帯 61 77 131

高齢夫婦世帯 87 164 208

（茨城県）高齢者のいる世帯割合 （34.0%） （37.2%） （40.1%）

資料：国勢調査  

注）高齢者夫婦世帯とは、夫 65 歳以上で妻 60 歳以上の夫婦のみの世帯 

 

1,528 1,458 1,368 1,302 1,226 1,202 1,165 1,118 1,110 1,081 1,047

7,091 7,069 7,034 7,000 6,916 6,866 6,722 6,578 6,462 6,387 6,264

1,727 1,767 1,785 1,831 1,900 1,934 1,990 2,003 2,047 2,070 2,119

0
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8,000

10,000
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平成13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

（人）
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10,042
9,6999,87710,00210,133

9,5389,619 9,430 

高齢者人口

（65歳以上）
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（15～64歳）

年少人口 

（0～14歳）
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（２）年齢別人口構成 
 

人口構成をみると、男女とも60～64歳の人口が多いことがわかります。こ

の推移でいくと、今後これまで以上に高齢化が進行していくことが予測され

ます。 

 

 

 

 
▼年齢別人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：常住人口調査（平成23年10月１日現在） 

 

 

【男性】 【女性】
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42,417 43,632 
41,396 41,126 41,905 

44,446 
48,634 

0

10,000
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40,000

50,000
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（３）福祉センター「ひばりの里」の利用状況 
 

五霞町の地域福祉拠点として、福祉センター「ひばりの里」があります。

地域の老人クラブ活動をはじめ、地域住民の交流の場として活用されていま

す。毎年、町内外を合わせて40,000人を超える利用があります。 

 

 

▼「ひばりの里」年間利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：社会福祉協議会事業報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ひばりの里納涼祭   
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通院介助

69.9%

身辺の世話

21.9%

子育て支援

2.0%

外出・買い物

6.2%

 

（４）在宅福祉サービスセンター事業の利用状況 
 

利用会員と協力会員による地域住民の支え合い活動として、在宅福祉サー

ビスセンター事業があります。 

五霞町においては、利用者の７割の人が「通院介助」を目的として利用さ

れています。 

 

 

 

 

▼在宅福祉サービスセンター事業の利用割合 利用者延べ総数：2,757 人 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：社会福祉協議会事業報告書（平成 22 年度）  
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高齢者

64.3%

障害者

25.6%

子育て家庭

1.6%

その他

8.5%

 

（５）地域ケアシステム推進事業の状況 
 

ひとり暮らしの高齢者や障害のある方、子育てに不安を抱えている家庭等

のうち、日常生活を送る上で地域の見守りが必要な方を対象に、地区の民生

委員等と連携して必要な支援を行っています。 

 

 

 

 
▼地域ケアシステム推進事業の状況         対象者数：129 人 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：社会福祉協議会事業報告書（平成 22 年度） 
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２ 地域福祉に関する町民の意識（アンケート結果） 
 

（１）町民の福祉意識に関して 

 

① 地域住民の支え合いの必要性 
 

地域の様々な問題に対して、住民の支え合い、助け合いの必要性をたずね

たところ、一般町民は「必要だと思う」と感じている人が81.0％で多くを占

めています。 

 

 
▼住民の支え合いの必要性について      回答者総数：494 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 資料：五霞町健康福祉課（以下同様） 
 

 

 

必要だと思う

81.0%

必要だと思わない

1.8%

わからない

14.6%

無回答

2.6%
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② 地域福祉の考え方 
 

地域福祉を進めていく考え方については、「行政と住民などが協力し支え

合っていく」と回答した人が最も高くなっています。 

 
 

 

 

        ▼地域福祉の考え方        総数：494 人（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

《アンケートで寄せられた声》 

9.9 

0.8 

4.3 

10.5 

57.3 

2.0 

12.3 

2.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

恵まれた人が慈悲的に手を差し伸べる

自分で努力し，援助しないほうがよい

親・きょうだいが助け合い，家族に頼る

行政の責任において行うのがよい

行政と住民などが協力し支え合っていく

その他

わからない

無回答

 
○住民の地域に根ざしたつながりや助け合い、関わり合いがとても少なくなってきて

いるのと同時に、みなさんの意識も低下している。（男性：60歳代） 
○福祉、ボランティアは、とっつきにくい感じがあります。私は困っている人がいた

らお手伝いをしたいと思っております。（女性：50歳代） 
○子どもの頃から高齢者の介護等の授業をしてもらい、おじいちゃんやおばあちゃん

を大切にしていくことで、心のやさしい、五霞町民の育成及び老いることの意味の

重要性？を知ることで人生そのものの大きな勉強となるのではと感じます。 
（男性：30歳代） 
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（２）地域とのつながり、ボランティア活動に関して 
 

① 自分ができそうな手助け 

 

身近に介護や病気、子育てなどで困っている家庭に対して、自分ができそ

うなことについてたずねました。 

その結果「安否確認の声かけ」が最も高く、次いで「話し相手」など比較

的気軽にできるような手助けの内容が続いています。 

 

 

 

▼自分ができそうな手助け      総数：494 人（単位：％） 

 

 

 

 
46.2 

34.0 

22.3 

18.0 

13.6 

10.7 

10.5 

6.9 

5.9 

4.9 

2.8 

2.0 

23.1 

6.1 

0.0 20.0 40.0 60.0

安否確認の声かけ

話し相手

生活必需品等の買物

ごみ出し

草むしりや庭の掃除

病院や学校，幼稚園などの送迎

散歩の付き添い

短時間の子どもの預かり

掃除や洗濯などの家事

食事のしたく

食事・入浴・排泄の介助

その他

特にない

無回答

【複数回答】
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② ボランティア活動等を推進する上で大切なこと 
 

ボランティアなど助け合い活動を推進する上で大切なことは、「参加しや

すいきっかけづくりを行う」が最も高く、次いで「具体的な情報等を住民に

提供する」、「大切さを学校で子どもたちに教える」が続いています。 

 

 

▼ボランティア活動等を推進する上で大切なこと 

回答者総数：494 人（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《アンケートで寄せられた声》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○まずは行政組合に入って、ご近所の方と交流を図るべきだと思います。また、公民

館の講座等に参加するなど、いろいろな世代の方と顔見知りになることも大切だと

思います。（女性：30歳代） 
○ボランティアに参加する方はいろいろな場所へ、しない方は全くしないに近い。参

加したいが方法がわからない方が多いと思います。入り口がわかりやすいと良いと

思います（女性：60歳代） 
○気持ちはあるのですが、ボランティアに参加するのに、きっかけ、方法がわかりま

せん。（女性：50歳代） 
 

【複数回答】

64.4 

54.7 

53.8 

30.6 

27.3 

22.3 

19.0 

18.4 

14.8 

1.4 

4.9 

6.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

参加しやすいきっかけづくりを行う

具体的な情報等を住民に提供する

大切さを学校で子どもたちに教える

大切さを広報紙などで啓発する

リーダーとなる人材を育成する

活動に関する相談体制を充実する

ある程度の報酬が得られるようにする

活動拠点となる場所を確保し整備する

積極的な団体等へ資金を援助する

その他

わからない

無回答
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（３）相談や情報提供に関して 

 

① 福祉に関する情報の入手先 

 

福祉に関する情報の入手先は、「広報ごか」が65.8％で最も高くなってい

ます。次いで、「社協だよりごか」、「回覧板」が続いています。 

 

 

 

▼福祉に関する情報の入手先    総数：494 人（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《アンケートで寄せられた声》 

 

 

 

 

 

 

 

65.8 

47.8 

26.5 

13.6 

11.9 

9.9 

7.5 

5.5 

5.3 

4.0 

2.0 

2.8 

11.1 

2.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

広報ごか

社協だよりごか

回覧板

テレビ・ラジオ

友人・知人

新聞・雑誌

福祉センターの窓口や掲示物

町役場の窓口や掲示物

インターネット

民生委員・児童委員

保健センターの窓口や掲示物

その他

わからない

無回答

【複数回答】

 
○町では色々な活動の団体がありますが、一般の人はそれがどのような活動（具体的

に）をしているか、わかりません…ので、たとえば、広報紙などに載せてみてはど

うでしょう。（女性：50歳代） 
○私の周りにも一人暮らしの高齢者、障害のある人がいます。近所の見守りだけでは、

充分とは言えないのが正直な気持ちです。もっと情報を多く出してもらいたいし、

暮らしやすいまちづくりを願っています。（女性：20歳代） 
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19.3 

31.6 

53.1 

59.8 

62.8 

60.8 

28.1 

40.4 

32.8 

29.9 

25.7 

23.5 

52.6 

28.1 

12.5 

9.3 

10.6 

7.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代

(ｎ=57)

30歳代

(ｎ=57)

40歳代

(ｎ=64)

50歳代

(ｎ=97)

60歳代

(ｎ=113)

70歳以上

(ｎ=102)

注)無回答の値は省略

名前も場所も
知っている

名前は知っている
が、場所は知らない

名前も場所も
知らない

無回答
 

 
 

② 社会福祉協議会の認知度 
 

『五霞町社会福祉協議会』の認知度については、「名前も事務所の場所も

知っている」という人が51.8％を占める結果となりました。また「名前は知

っているが、場所は知らない」が約３割、「名前も場所も知らない」という

人が約２割いました。 

年齢別にみると、特に40歳未満の認知度が低い状況です。それ以降は年齢

が高くなるにつれて、認知度が高くなっています。 

 

▼社会福祉協議会の認知度          回答者総数：494 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼社会福祉協議会の認知度（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名前も事務所の場

所も知っている

51.8%

名前は知っている

が，場所は知らな

い

28.7%

名前も場所も知ら

ない

17.0%

無回答

2.4%
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ぜひ

協力したい

6.5%

条件等があえば，

協力したい

36.8%

協力したいが，

難しい

48.4%

協力したくない

3.8%

無回答

4.5%

 

（４）福祉のまちづくりに関して 

 

① 災害時等の安否確認ボランティアの協力 

 

災害時等の安否確認ボランティアの協力については、「協力したいが難し

い」という人が48.4％で最も高い結果でした。 

しかし、「ぜひ協力したい」が6.5％、「条件等があえば、協力したい」が

36.8％で合わせると、約４割の人が協力したいと回答しています。 

 

 

 
▼災害時等の安否確認ボランティアの協力     総数：494 人 

 

 



 

17 

 

 

 

② 地域福祉の重点施策 
 

特色ある地域福祉を推進していくために重要と思う取り組みは、「住民ど

うしのつながりを深める」が最も高くあげられています。 

次いで、「助け合いの福祉意識を高める」、「相談体制・情報提供を充実す

る」が続いています。 

 
▼地域福祉の重点施策       総数：494 人（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

《アンケートで寄せられた声》 

 

 

 
 

46.0 

39.3 

36.2 

34.8 

28.9 

26.1 

23.1 

20.4 

15.6 

4.7 

7.5 

0.0 20.0 40.0 60.0

住民どうしのつながりを深める

助け合いの福祉意識を高める

相談体制・情報提供を充実する

地域に関わるきっかけをつくる

だれもが外出しやすい環境をつくる

防災・防犯活動を充実する

ボランティア活動を活発にする

福祉の社会資源を充実する

ボランティア団体のネットワーク構築

特にない

無回答

【複数回答】

 
○これからの五霞町のより良いまちづくり、福祉活動に期待しています。住みやすい

町になれば、きっと子どもたちも増えると思います。頑張って下さい！！ 
（女性：30歳代） 
○今回の震災を通して、不測の事態への整備は、実際に起こらなければ無駄と思われ

がちですが、子どもたちの将来、街全体の未来を考え、適切な災害対策、耐震等、

更に見直して欲しいと思います。（女性：30歳代） 
○障害者や高齢者が負担かからず、バスなどで駅や病院、買物等に行ける環境ができ

れば、高齢者を含む自動車事故等も軽減すると思います。歩道の確保も、お願いし

ます。（女性：40歳代） 
○年老いて、車のない生活に不安を感じる人もいると思う。行動範囲も狭くなり、楽

しむことが出来ない。（男性：60歳代） 
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３ 地域活動の概要 

 

（１）町民活動団体の概要 
 

五霞町には、下欄のような様々な活動を行っているボランティア団体があ

ります。 

特に「健康福祉まつり」は、ボランティア連絡協議会による実行委員会を

組織し、多くの町民参加のもとに毎年開催しています。 

 

▼主な活動団体の取り組み（平成23年度現在） 

団体名 主な活動内容 

五霞町民生委員児童委員

協議会 

○健康福祉まつり参加、小学校下校時の立哨、クリーン作戦

参加、町の防災訓練参加 

食生活改善推進会 

○クリーン作戦参加、親と子の食育講習会、健康福祉まつり

参加、男性の食生活講座、郷土料理講習会（中学校）、離乳

食教室 

香寿美会（かすみかい） 
○地域スポーツ大会準備・協力、健康福祉まつり参加、クリ

ーン作戦参加、地区かがり火運営、味噌作り 

川妻保育園・幼稚園 ○健康福祉まつり参加 

身体障害者福祉協議会 ○健康福祉まつり参加 

台ばやし保存会 ○台ばやし保存 

好謡会（こうようかい） 
○老人保健施設への慰問、デイサービス民謡発表、クリーン

作戦参加 

五霞保育園・幼稚園 ○健康福祉まつり参加、クリーン作戦参加 

老人クラブ連合会 
○健康福祉まつり参加、小学校の昔遊び体験・掃除の仕方体

験等講師、友愛訪問 

五霞町子供会育成会 ○健康福祉まつり参加、環境美化運動、子供ドッジボール大会

すみれサークル 
○手話の歌発表、手話指導、視覚障害者との交流、健康福祉

まつり参加、クリーン作戦参加 

ＪＡむつみ五霞女性部 ○健康福祉まつり参加 

五霞町青少年相談員 

協議会 

○健康福祉まつり参加、クリーン作戦参加、町内パトロール、

小学校下校時パトロール 

五霞町商工会サービス会 ○健康福祉まつり参加 

五霞町商工会女性部 ○健康福祉まつり参加 

五霞職工組合 ○健康福祉まつり参加 

元栗橋ボランティア会 
○健康福祉まつり参加、クリーン作戦参加、火災予防運動、

地元清掃活動、エコキャップ回収 

建設埼玉幸手支部 

五霞分会 

○健康福祉まつり参加 
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（続き） 

団体名 主な活動内容 

五霞中学校 

○各募金活動、ＪＲＣ登録（２年生）、愛校作業の実施、環境

美化クリーン作戦、花いっぱい運動、各収集活動（切手、テ

レカ、キャップ）健康福祉まつり参加、ふれあい祭り参加 

五霞東小学校 
○各募金活動、ＪＲＣ登録（４年生）、通学路クリーン作戦、

アルミ缶回収、校内環境美化運動、エコキャップ回収 

五霞西小学校 
○各募金活動、ＪＲＣ登録（４年生）、朝のボランティア活動、

花づくりボランティア活動、あいさつボランティア活動 

母親クラブ 
○健康福祉まつり参加、クリーン作戦参加、そうめん流し、

夏休みお楽しみ会、観劇会、けやき祭り参加 

朗読の会「エコー」 
○クリーン作戦参加、広報誌朗読録音、議会便り・社協だよ

り朗読録音、利用者から依頼のあった本の朗読録音 

ひまわりグループ 
○交通安全調査、防犯活動、健康福祉まつり参加、クリーン

作戦参加、美化活動 

シルバーリハビリ指導士会 
○シルバーリハビリ体操の指導・普及、健康福祉まつり参加、

いきいきサロン訪問 

れんげの花 

○健康福祉まつり参加、福祉センター「ひばりの里」内食堂

の運営、カルチャー教室の開催、クリーン作戦参加、地域

活動支援センター受入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉まつり   
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（２）民生委員・児童委員協議会の活動 
 

民生委員・児童委員は、地域住民の福祉向上のために活動する非常勤の職

員です。 

担当する地域に住んでいる皆さんの生活状況を把握し、要援助者から相談

や援助、福祉サービスの情報提供、社会福祉事業者等との連携・支援、関係

行政機関の業務協力などの役割を担っています。 

また、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相

談・支援等を行う児童委員も兼ねています。 

町には20人の民生委員・児童委員が活動し、担当地域をもって活動する18

人の民生委員・児童委員と児童福祉に関することを専門的に担当する２人の

主任児童委員がいます。 
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４ 地域福祉の課題 

 

 

◆各種データやアンケート結果など踏まえて、五霞町の現状と課題を考えて 

みると・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【五霞町の現状】 

 

○少子高齢化が急速に進行している。 

○見守りを必要とする高齢者等が増加している。 

○地域コミュニティが希薄化してきている。 

○地域の支え合い活動は、大半の人が大切と感じている。 

○ちょっとしたボランティア活動の意向は高い。 

○地域のつながりや福祉意識の向上、相談体制・情報提供が、

重要と感じられている。 

○災害時に不安を感じている人がいる。      など 

≪課題≫ 

 

◆一人ひとりの福祉意識を向上させていく必要がある。 

 

◆地域において多様なサービスを充実させていく必要がある。 

 

◆きめ細かな情報提供や相談体制を築いていく必要がある。 

 

◆安心感をもって暮らせるまちづくりを進めていく必要がある。 
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５ 地域福祉を推進する方向性 

 

 

◆五霞町の地域福祉と住民参加を推進していくために・・・ 

 

① 町民の福祉意識の向上 

町民一人ひとりの福祉意識の向上を図り、地域福祉を推進する雰囲気を高

めていくことが大切です。 

 

② 多様なサービスや活動の充実 

行政をはじめ、社会福祉協議会、地域のボランティア団体等の取り組みに

よって、多様な福祉サービスが提供されていくことが大切です。 

 

③ 相談・情報提供の充実 

困りごとなどに関して気軽に相談できる場所が確保されているとともに、

支援が必要な人に必要な情報が確実に届くことが大切です。 

 

④ 暮らしの安心感の高まり 

地域における災害時等の助け合い活動や地域の防犯意識を高め、日々の暮

らしの安心感を高めていくことが大切です。 

 

▼地域福祉を推進するイメージ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

五霞町の地域福祉の充実 

多様なサービスや 

活動の充実 

相談・情報提供の充実

町民の福祉意識の向上 
地域福祉の推進

基盤（土台） 

地域福祉の 

推進方法の

拡充 

暮らしの安心感

の高まり 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇第３章 計画の取り組み内容◇◆ 
 

 



 

 

 

 

（裏白） 
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１ 基本理念 

 

行政計画として定めている「五霞町地域福祉計画」では、町民一人ひとり

が地域で暮らすみんなと一緒に、ともに助け合い、支え合いながら、町民の

大きな『絆』によって安心して暮らせるまちづくりを基本理念としています。 

そのため、本計画は「五霞町地域福祉計画」と共通の地域課題や基本理念

等を共有しながら、相互に連携して取り組んでいくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉を担っている地域団体や福祉サービスの提供事業者は、町の福祉

課題に対して自らできることを積極的に行い、福祉のまちづくりに努めてい

くことが求められています。 

そのため、私たち五霞町社会福祉協議会は、地域福祉の推進を担う中心的

な組織として、今後も活発な地域福祉活動を展開していきます。 

 

◇◆◇ 『地域福祉活動計画』のキャッチフレーズ ◇◆◇ 

 

ともに助け合い、支え合いながら 

安心して暮らせるまちをつくろう！ 

 

大きな『絆』があるまち 五霞 
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◆◆◆ 大きな『絆』づくり 五カ条 ◆◆◆ 

（基本目標） 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ともに理解し、認め合う地域をつくろう！  

 

 

地域ぐるみの支え合い活動を増やそう！ 

 

 

相談場所や必要な情報を知ってもらおう！ 

 

 

安心して住み続けられるまちをつくろう！ 

 

 

地域の『絆』を広げよう！ 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

ともに助け合い、支え合いながら 

安心して暮らせるまちをつくろう！ 

一カ条

五カ条

二カ条

三カ条

四カ条

交流・福祉意識づくり 

多様なサービスや活動の充実

相談・情報提供の充実 

暮らしの安心感の向上 

重点とする取り組み
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２ 基本目標・基本施策 

 
【基本目標１】ともに理解し、認め合う地域をつくろう！ （学校⇔社協⇔地域） 

【基本施策】 【施策（事業）】 

（１）みんなが集まり交流できる 

機会を増やそう 

《多世代が集う機会の充実》 

① 健康福祉まつり事業の充実 

② 「ひばりの里」納涼祭の開催 

③ 老人大学運営事業の充実 

④ 交流事業の推進 

（２）思いやりのあるまちをつくろう

《互いに認め合う意識づくり》 

① 福祉意識の普及・啓発 

② 福祉教育の充実 

一
カ
条 

交
流
・
福
祉
意
識
づ
く
り 

（３）地域で活躍する仲間を増やそう

《地域福祉活動への参加促進》 

① ボランティア体験学習・講座の実施 

② ボランティア活動センターの充実 

 

【基本目標２】地域ぐるみの支え合い活動を増やそう！ 

【基本施策】 【施策（事業）】 

（１）ともに助け合い、支え合う 

しくみをつくろう 

《地域で支え合うしくみづくり》 

① 地域ケアシステム推進事業の充実（受託事業）

② ボランティア連絡協議会の運営支援 

③ 地域福祉活動の促進 

④ いきいきサロン活動への協力 

二
カ
条 

多
様
な
サ
ー
ビ
ス
や
活
動
の
充
実 

（２）地域福祉活動を充実させよう

《地域で支え合う活動の推進》 

① 介護保険事業の運営 

② 障害者自立支援事業の運営 

③ 地域活動支援センター事業「太陽の家」

の充実（受託事業） 

④ 在宅福祉サービスセンター運営事業の 

充実（受託事業） 

⑤ あったかサービス事業の充実 

⑥ 日常生活自立支援事業の充実 

⑦ 福祉用具貸与事業の実施 

⑧ 共同募金の推進 

⑨ 善意銀行の運営 

⑩ 生活福祉資金、小口資金の貸付 

⑪ 各種事業・活動の充実（寝具類洗濯乾燥

消毒サービス・ひとり暮らし高齢者等配食

サービス・ひとり暮らし高齢者等給食サー

ビス・入れ歯回収ボックス、ペットボトル

キャップ回収等） 
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【基本目標３】 相談場所や必要な情報を知ってもらおう！ 

【基本施策】 【施策（事業）】 

（１）身近な相談場所を確保しよう

《気軽に相談できる体制づくり》 

① 心配ごと相談事業の実施（受託事業） 

② 介護相談の実施 

③ 虐待を未然に防止する体制の確保 

三
カ
条 

相
談
・
情
報
提
供
の
充
実

（２）情報を得やすい環境をつくろう

《確実に情報を得られる環境づくり》

① 社協だより、社協旬報の発行 

② 社協ホームページ等各種メディアの活用 

③ チラシやポスター設置場所の拡大 

 

 

【基本目標４】安心して住み続けられるまちをつくろう！ 

【基本施策】 【施策（事業）】 

（１）災害に備えてしっかり準備しよう

《災害等に対応できるまち》 

① 災害時等要援護者支援活動の推進 

② 災害ボランティアセンターの確保 

（２）安心・安全に暮らせるまちを

つくろう 

《防犯・交通安全のまち》 

① 地域ぐるみの防犯活動の促進 

② 交通安全意識の普及・啓発 

四
カ
条 

暮
ら
し
の
安
心
感
の
向
上

（３）気軽に外出できるまちをつくろう

《外出しやすいまち》 

① 障害者移動支援の充実（受託事業） 

② 在宅福祉サービスセンター事業の充実（再掲）

 

 

【基本目標５】地域の『絆』を広げよう！ 

【基本施策】 【施策（事業）】 

五
カ
条 

重
点
施
策 

 
《重点的に取り組む内容》 

① 地域福祉総合コーディネートの充実 

② 福祉センター「ひばりの里」の管理運営

事業の充実 

③ 社協活動の体制強化 
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３ 施策の内容 

 

 

 

ともに理解し、認め合う地域をつくろう！ 
 

◆現状と課題◆ 

 

 地域には様々な人が暮らしており、考え方や生活習慣なども違いますが、お互いに

理解し、認め合いながら、何らかのつながりを持ってともに暮らしていくことが大切

です。 

このようなつながりを大切にし、多世代の町民が集う機会として、『健康福祉まつ

り』があります。健康福祉まつりは、住民一人ひとりの健康に対する意識の高揚と社

会福祉の理解促進、ボランティア活動へのきっかけづくりなどを目的として開催して

います。特に、ボランティアによる実行委員が中心となって催し物等を企画し、毎年

多くの町民が参加しています。 

また、身近な地域の交流を図る上では、夏に福祉センター「ひばりの里」で納涼祭

を開催しているほか、高齢者の親睦を深め、生きがいづくりにもつながる老人大学な

どを開催しています。今後は、このような事業に参加していない方々に積極的に呼び

かけていくとともに、子どもから高齢者まで幅広い世代の交流機会の拡充を図ってい

く必要があります。 

互いに認め合う意識づくりについては、社協だより、社協旬報、チラシ、各種イベ

ントをはじめ、ホームページなど各種メディアを活用し、地域福祉に関する情報提供

を積極的に進めています。 

地域福祉活動への参加意向については、何か手伝いたいと考えている町民はアンケ

ートからも多くいることがわかるため、必要な情報提供を行い、気軽にボランティア

活動に参加できるきっかけや仲間づくりを進めていく必要があります。その拠点とし

て、ボランティアセンターが社会福祉協議会内に設置されており、地域のボランティ

ア活動を普及・啓発する役割が期待されます。 

学校教育の場においては、県社会福祉協議会より福祉教育協力学区の指定を受け、

学校、家庭（ＰＴＡ）、地域がともに連携して福祉教育の推進に努めてきました。 

今後とも、地域の幼稚園や保育園、学校等と連携して次世代を担う若者の福祉教育

の充実を図るなかで、ともに理解し、認め合う地域づくりを進めていく必要がありま

す。 

 

一カ条

基本目標１ 
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◆基本施策◆ 

 

 

 

 

 

 

町民の福祉意識の高揚と福祉関係団体の活動の促進及び普及を図るため、お年

寄りから子どもまで多世代が集う機会を充実させていきます。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①健康福祉まつり事業の充実 健康に対する意識の高揚と社会福祉の理解促進を

図るため、「健康福祉まつり」を町民と協力して開

催していきます。 

②「ひばりの里」納涼祭の開催 納涼祭など季節の行事を通じて、子どもから高齢者

まで多世代が気軽に交流できる機会を充実します。

③老人大学運営事業の充実 老人クラブ等と連携して高齢者同士の親睦を深め、

生きがいづくりと高齢者の社会活動を促進します。

④交流事業の推進 昔遊びの体験などを通じて、子どもと高齢者の多世

代がふれあえる機会を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

社協だより、社協旬報、各種チラシ、ホームページ、町広報紙等を活用し、地

域福祉に関する情報提供を進め、町民の地域福祉に関する普及・啓発を図ります。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①福祉意識の普及・啓発 社協だより、社協旬報、ホームページ、各種イベン

トの開催等を通じて、町民の福祉意識の普及・啓発

に努めていきます。 

②福祉教育の充実 小・中学生対象の体験学習・講座を実施し、ボラン

ティアに対する意識の涵養を図ります。 

（１）みんなが集まり交流できる機会を増やそう 
《多世代が集う機会の充実》 

（２）思いやりのあるまちをつくろう 
《互いに認め合う意識づくり》 
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ボランティア講座や講習会の開催など、だれもが気軽にボランティア活動に関

われるきっかけづくりを進めていきます。また、ボランティア活動を支援する制

度等の情報提供を行い、活動しやすい環境づくりに努めていきます。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①ボランティア体験学習・講座

の実施 

ボランティア体験や個人及びサークル等の交流の

場として研修等を開催し、ボランティアをはじめる

きっかけづくりを推進します。 

②ボランティア活動センターの

充実 

 

ボランティア活動について、基本的な考え方や知識

を身につけるための講座を開催するとともに、様々

な知識や専門性を有するボランティアの登録を勧

め運営体制の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

中学生ボランティア 

（３）地域で活躍する仲間を増やそう 
《地域福祉活動への参加促進》 
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地域ぐるみの支え合い活動を増やそう！ 
 

◆現況と課題◆ 

 

いつまでも住み慣れた地域社会の中で、健康で自立した生活を送ることは、すべて

の町民の願いです。そのためには、地域の保健・医療体制の確保をはじめ、だれもが

安心して暮らせるよう福祉サービスを充実していくことが大切です。 

社会福祉協議会では、町からの受託事業として地域ケアシステム推進事業や在宅福

祉サービスセンター事業、地域活動支援センター事業など、高齢者や障害者の自立生

活を支える様々な事業を展開しています。 

また、介護保険事業者として、居宅介護支援、訪問介護（ホームヘルパー）、通所

介護（デイサービス）事業を実施しているほか、障害者自立支援事業者として居宅介

護事業を実施しています。さらに、介護保険サービスでは対応できないケースは、あ

ったかサービス事業を自主事業で行っており、在宅生活を続けるための支えとなって

います。 

近年、本町においても民間の福祉施設やサービス等が充実し、地域の福祉サービス

基盤が整いつつあるなかで、社会福祉協議会が果たす役割や事業内容について検討が

求められます。 

地域においては、民生委員・児童委員、身体障害者相談員等がもっとも身近な支援

者としての役割を果たしているため、幅広く町民に活動を周知していく必要がありま

す。 

地域コミュニティ活動については、従来から地域でお互いに助け合い、支え合いな

がら暮らしが営まれてきましたが、近年は希薄化しつつあります。しかし、地域福祉

に関するアンケートでは、地域の様々な問題に対して、住民の支え合い、助け合いが

「必要だと思う」と感じている人が大半を占めているため、今後とも町民との協働に

よる地域福祉活動を一層推進していく必要があります。 

 

 

二カ条

基本目標２ 
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◆基本施策◆ 

 

 

 

 

 

 

地域全体でともに助け合い、協力できる体制を確保していきます。そのため、

町民との協働による支援方法や関係機関との協力体制を強化していきます。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①地域ケアシステム推進事業の

充実（受託事業） 

ひとり暮らしの高齢者や障害者、介護や子育てで悩

んでいる方について、保健・福祉・医療関係者が連

携して見守り、必要な支援を行っていきます。 

②ボランティア連絡協議会の 

運営支援 

みんなで広げようボランティアの和・ボランティア

の話・ボランティアの輪を合言葉に、地域のボラン

ティアとの連携を強化していきます。 

③地域福祉活動の促進 地区の民生委員・児童委員等の協力を得て、見守り

が必要な方や要援護世帯を把握し、更生意欲の高揚

と援助を図ります。 

④いきいきサロン活動への協力 気の合う仲間とともにお茶を飲みながらおしゃべ

りしたり、様々な活動を行う地域のサロン活動の設

立を支援します。 

 

▼地域ケアシステムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ともに助け合い、支え合うしくみをつくろう 
《地域で支え合うしくみづくり》 

地域包括支援
センター

支援を必要とする人

・ねたきりやひとり暮らしのお年寄り
・子育てに悩んでいる親
・障害のある児・者
・難病等療養者

地域ケアコーディネーター
（五霞町社会福祉協議会）

キーパーソン

民生委員児童委員

警察署・消防署

福祉サービス提供事業所

病院・医院

行政機関

ボランティア団体

地域の協力員

福祉施設

在宅ケアチーム
（地域の人々）

在宅ケアチームのまとめ役。
（対象者に関わりの深い人）

総合コーディネート

有償在宅福祉協力員

障害者相談員
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だれもが住み慣れた地域で暮らせるよう福祉サービスの充実に努めます。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①介護保険事業の運営 地域に密着した介護保険事業所として、居宅介護支

援事業を始め、訪問介護事業（ホームヘルパー）、

通所介護事業（デイサービス）の適切な運営を図り

ます。 

②障害者自立支援事業の運営 障害のある方が、安心して地域で生活できるように

他職種とも連携しながら、障害者自立支援事業者と

して適切な運営を図ります。 

③地域活動支援センター事業

「太陽の家」の充実（受託事業） 

障害のある方が、創造的な活動等を通じて日常生活

の訓練を受けられるよう、地域に密着した活動の充

実に取り組みます。また、太陽の家の活動を社協だ

よりなどで広く紹介していきます。 

④在宅福祉サービスセンター 

運営事業の充実（受託事業） 

 

事業内容を周知し協力会員を確保するとともに、支

援を必要とする利用会員が、滞りなくいつでもサー

ビスを受けられるよう事業を推進していきます。 

⑤あったかサービス事業の充実 

 

高齢者や障害のある方が、住み慣れた家庭や地域で

生活できるように「介護保険対象外サービス」とし

て、買い物の代行や話し相手などの日常生活のサポ

ートのほか、通院介助や見守り介助などを実施して

いきます。 

⑥日常生活自立支援事業の充実 

 

判断能力が不十分な方に対して、日常的な金銭管理

や書類、通帳の預かり等を行い、自立した生活を支

援します。 

⑦福祉用具貸与事業の実施 

 

町内にお住まいの寝たきりのお年寄り、障害者、ケ

ガをされた方などに福祉用具を貸し出します。 

⑧共同募金の推進 

 

赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金運動を行

い、地域福祉、在宅福祉の進展に努めていきます。

⑨善意銀行の運営 

 

技能預託・勤労預託・金品預託を行い、町民の善意

を形にするための取次を行っていきます。 

（２）地域福祉活動を充実させよう 
《地域で支え合う活動の推進》 
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（続き） 

施策（事業） 取り組みの内容 

⑩生活福祉資金、小口資金の 

貸付 

地区の民生委員をはじめ、ハローワークなどとも連

携して、経済的自立及び生活意欲の助長促進等を図

っていきます。 

⑪各種事業・活動の充実 ひとり暮らし高齢者等が、在宅で安心した生活が送

れるよう、各種福祉サービスの充実に努めます。 

○寝具類洗濯乾燥消毒サービス 

○ひとり暮らし高齢者等配食サービス 

○ひとり暮らし高齢者等給食サービス 

入れ歯回収ボックスの設置やペットボトルキャッ

プの回収などを通じて、その益金を社会福祉の向上

に役立てていきます。 

○入れ歯回収ボックス 

○ペットボトルキャップ回収等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「太陽の家」利用者の活動  
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相談場所や必要な情報を知ってもらおう！ 
 

◆現状と課題◆ 

 

町民が何か困りごとなどに直面したときに、その解決に向け、まずは相談できる人

がいること、そのような相談を聞いてくれる場所が身近にあることが大切です。 

相談場所の確保については、福祉センター「ひばりの里」で各種相談に日々応じる

ほか、心配ごと相談や介護相談を毎月開催して、町民の悩みごとの問題解決に至る継

続的な応対に努めています。また、法律相談においては、弁護士による専門的な応対

により利用者の生活増進に寄与しています。近年は相談内容も多方面の分野にわたっ

ているため、必要に応じて町など関係機関とも連携して対応しています。 

情報を得られる環境づくりについては、福祉に関する情報の入手先としてアンケー

トでは、「広報ごか」に次いで「社協だより」があげられました。今後とも地域の福

祉サービスや身近な地域活動の情報を知ることができる重要な方法として、引き続き

内容の充実に努めていく必要があります。 

アンケートでは、相談体制・情報提供のニーズが比較的高いため、身近で相談しや

すい体制とニーズに応じた適切な情報提供を進めていく必要があります。 

 

 

三カ条

基本目標３ 
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◆基本施策◆ 

 

 

 

 

 

 

困った時に気軽に、地域の身近な場所で相談できるように、高齢者・障害（児）

者、子育て支援に関する相談窓口を確保します。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①心配ごと相談事業の実施 

（受託事業） 

 

民生委員・児童委員等が、悩みや不安など、困って

いる方の心配ごとについて応じます。また、法律相

談は、弁護士が専門的手法により相談に応じます。

②介護相談の実施 介護に関する悩みや相談などについて、介護支援専

門員（ケアマネジャー）が専門的な立場から毎月相

談に応じます。 

③虐待を未然に防止する体制の

確保 

児童、高齢者、障害者への虐待などの相談への対応、

心の悩みの相談への対応を迅速に進めるため、各相

談機関のネットワーク化を図ります。 

 

（１）身近な相談場所を確保しよう 
《気軽に相談できる体制づくり》 
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だれもが必要とする情報を確実に入手できるように、町民の身近な情報源とな

る「社協だより」やホームページの内容を工夫するとともに、様々な情報媒体を

活用していきます。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①社協だより、社協旬報の発行 町民に親しみやすい紙面の作成に努めます。また、

地域における回覧板や掲示板などの活用も図りま

す。 

②社協ホームページ等各種メデ

ィアの活用 

 

福祉情報の迅速に提供するため、社協ホームページ

を活用するとともに、障害のある方に対する情報提

供についても工夫していきます。 

③チラシやポスター設置場所の

拡大 

チラシやポスターで情報提供に努めるほか、公共施

設や道の駅ごかに設置するほか、商店やコンビニな

ど設置場所の拡大に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉まつり 

（２）情報を得やすい環境をつくろう 
《確実に情報を得られる環境づくり》 
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安心して住み続けられるまちをつくろう！ 
 

◆現状と課題◆ 

 

 私たち町民が安心して住み続けられる生活の場を、地域ぐるみで築いていくことが

大切です。 

 災害対策については、平成23年３月に発生した東日本大震災で本町においても災害

時対応に関する様々な課題が浮き彫りになりました。町では公共施設等を避難所（避

難施設・避難場所）として指定しているほか、福祉センター「ひばりの里」は福祉避

難所として位置付けられています。また、町では災害時に一人での避難に不安のある

方に対しては「災害時要援護者支援制度」を設けて、いざという時の地域の見守り体

制を構築しています。しかし、この制度を知らない町民も多くいます。そのため、災

害時におけるボランティアの周知とともに、地域の協力が十分に得られる体制を町と

ともに協力して確保していく必要があります。 

 防犯対策については、地域住民や団体の協力により、街頭活動や登下校時の見回り

等が行われています。引き続き、地域ぐるみで自主的な防犯活動を推進し、犯罪の起

こりにくい環境づくりを進めていくことが大切です。 

 移動手段の確保については、町内に路線バスが運行されていますが、本数が少ない

ため町民の多くは通院や買い物など自家用車を使うことが多い現状です。今後、さら

に高齢化が進行する中で移動手段の確保は町の課題となっていますが、現在のところ、

自家用車のない方にとっては、在宅福祉サービスセンター事業による通院介助が多く

利用されており、交通弱者の貴重な移動手段となっています。 

 今後も、災害時等緊急時の対応、防犯・交通安全対策、移動支援の充実を図り、安

心して住み続けられるまちづくりを推進していく必要があります。 

 

四カ条

基本目標４ 
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◆基本施策◆ 

 

 

 

 

 

 

大規模な災害に備えて関係機関と連携して、役割分担と連絡体制づくりを進め

るとともに、要援護者に関する情報の共有や更新を行い災害時等要援護者支援に

備えます。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①災害時等要援護者支援活動の

推進 

災害時における要援護者への支援を迅速に行える

よう関係機関と連携して要援護者の把握に努めま

す。また、災害時要援護者に対して避難支援活動の

普及・啓発を図ります。 

②災害ボランティアセンターの

確保 

大規模な災害などに備え、災害救援ボランティアの

養成のほか、災害時のボランティアの受け入れ体制

など検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

地域ぐるみで自主的な防犯活動を推進するとともに、町民自らの防犯意識を高

めていくことで、犯罪が起こりにくい環境づくりに努めます。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①地域ぐるみの防犯活動の促進 登下校時の安全確保を図るため、地域住民や団体と

の連携による防犯活動を促進します。また、振り込

め詐欺などの犯罪による被害を未然に防止するた

め、関係機関・団体と連携し啓発活動を進めます。

②交通安全意識の普及・啓発 交通事故等を未然に防止するため、交通安全運動や

交通安全教室等の開催により、自動車や自転車、歩

行者の交通マナーの向上を図ります。 

（１）災害に備えてしっかり準備しよう 
《災害等に対応できるまち》 

（２）安心・安全に暮らせるまちをつくろう 
《防犯・交通安全のまち》 
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高齢者や障害のある方などが、気軽に外出できるよう移動を支援していきます。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①障害者移動支援の充実 

（受託事業） 

障害のある方が円滑に外出できるよう、移動を支援

します。 

②在宅福祉サービスセンター 

事業の充実（再掲） 

事業内容を周知し協力会員を確保するとともに、支

援を必要とする利用会員が、滞りなくいつでもサー

ビスを受けられるよう事業を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 在宅福祉サービス   

（３）気軽に外出できるまちをつくろう 
《外出しやすいまち》 
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地域の『絆』を広げよう！ 
 

◆現状と課題◆ 

 

地域福祉を推進するうえでは、地域の『絆』をいかにして創りあげていくかがとて

も重要です。 

地域福祉に関するアンケートでは、地域福祉を推進するには「住民どうしのつなが

りを深める」ことが最も大切とあげられています。 

五霞町では、従来から行政組合など向こう三軒両隣といわれるような小地域の結び

つきが強く、お互いに助け合い、支え合って暮らしが営まれてきました。しかし、近

年、都市化が進むとともに町民一人ひとりのニーズも多様化し、従来から続く助け合

い、支え合いが薄れてきているのも現状です。 

地域には福祉サービスの利用だけでは、自立した生活が困難な人も多く、このよう

な方に対しては地域福祉の『絆』を強固にした地域ぐるみの見守りが必要となります。

そのため、この地域福祉を積極的に推進する役割として「五霞町社会福祉協議会」が

重要となります。 

特に、民間事業活動に近い活動や臨機応変な対応などは、町行政では困難な場面が

多くあるため、町民に最も近い団体として使命感をもって取り組んでいく必要があり

ます。 

 

五カ条

基本目標５ 
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【社協の独自事業】
・地域福祉活動事業
・ボランティア活動推進事業
・老人大学運営事業
・あったかサービス事業 等

【町からの受託事業】
・福祉センター管理運営事業 等

【各種団体】
・ボランティア連絡協議会 等

五霞町
社会福祉協議会

◇ 総合コーディネート ◇
・地域包括支援センター
・地域ケアシステム推進事業

・障害者自立支援事業 等

元気を取り戻し
地域へ

見守りや支援が
必要な高齢者等

 

五霞町民

 

 

 

 

 

町民の多様化するニーズに確実に対応するため、しっかりとした組織と仕組み

を構築し、地域福祉のまちづくりを推進していきます。 

 

施策（事業） 取り組みの内容 

①地域福祉総合コーディネート

の充実 

平成24年度から「地域包括支援センター」を受託し、

高齢者の包括的な生活支援を推進していきます。 

また、地域福祉の総合コーディネート役として、支

援が必要な方々に対して、関係機関と連携を深めな

がら見守り活動を推進していきます。 

②福祉センター「ひばりの里」

の管理運営事業の充実 

町の地域福祉拠点として、地域住民に周知するとと

もに、お年寄りから子どもまで多世代が集い交流す

る場所として、利用促進を図っていきます。 

③社協活動の体制強化 社協活動の理解促進を図るとともに、一般会員及び

特別会員の確保に取り組みます。また、新たなサー

ビスの実施や運営等に合わせて事務局体制を強化

していきます。 

 

▼社協活動の体制強化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《重点的に取り組む内容》 
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（裏白） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇第４章 計画の推進と評価◇◆ 
 

 



 

 

 

 

（裏白） 
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１ 計画の推進体制 

 

「地域福祉活動計画」は、町民参加のもとで推進していくことが大切です。 

そのためには、「行政」、「町民」、「民間事業所」等がともに協力して取り組んで

いく必要があります。これらの取り組みを総合調整し、相互の円滑な連携を図り、

事業を推進していく主体として「五霞町社会福祉協議会」の役割が欠かせません。 

「五霞町社会福祉協議会」が地域福祉を推進する主体として、町民、行政、民

間事業者、商工会、小・中学校などのネットワークを構築し推進していきます。 

 

 

【みんなで取り組む地域福祉の実現】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の進捗状況の評価・点検 

 

本計画の進捗状況は、計画期間を同じくする「五霞町地域福祉計画」の見直し

時（平成28年度）に併せて整理し、評価・検証を行うこととします。 

さらに、評価・検証結果をもとに本計画内容の修正等を行います。 

 

五霞町 

社会福祉協議会

ボランティア
団体 

町 民 行政（町） 民間事業者 

小・中学校 

幼稚園・ 

保育園 

商工会 

工業クラブ等 

ＮＰＯ、 
団体等 
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（裏白） 
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